
 

監査公表第１号 

 

監査結果に基づく措置について 

 

令和８年３月 26日付監査報告第 17号の監査結果報告に基づき、

大牟田市長から措置を講じた旨の通知を受けたので、地方自治法

第 199 条第 14 項の規定により、その結果を公表します。 

 

 

令和８年５月 21 日 

 

 

          大牟田市監査委員  岡 田 和 彦 

              同     古 庄 和 秀 
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保 総 第 5 4 号 

  令和８年５月 19 日 

 

大 牟 田 市 監 査 委 員    岡  田  和  彦  殿  

同          古  庄  和  秀  殿  

 

大 牟 田 市 長    関  好  孝   

（ 保 健 福 祉 部 ）    

 

 

定 期 監 査 の 結 果 に 基 づ く 措 置 に つ い て  

 

令 和 ８ 年 ３ 月 26 日 付 、監 査 報 告 第 17 号 で 報 告 が あ り ま し た 個 別 指 摘 事

項 に つ い て 、 次 の と お り 措 置 い た し ま し た の で 報 告 し ま す 。  

 

【 個 別 指 摘 事 項 】  

一般 会計  

（ 保 健 福 祉 部 ）  

１  生 活 保 護 費 返 還 金                    （ 保 護 課 ） 

 令 和 ７ 年 ６ 月 に 生 活 保 護 費 の 費 用 返 還 が 決 定 し た 事 例 に つ い

て 、 以 下 の よ う な 事 務 処 理 が 行 わ れ て い た 。  

返 還 金 の 内 容 は 、 令 和 ３ 年 1 1 月 か ら 生 活 保 護 の 受 給 が 開 始 と

な っ た 被 保 護 者 が 、 保 護 開 始 前 の 平 成 3 0 年 ６ 月 ま で 遡 及 し て 年

金 受 給 開 始 と な り 令 和 ５ 年 1 1 月 に 過 去 分 の 一 時 払 い を 受 け た た  

め 、 保 護 開 始 時 か ら の 扶 助 費 に 過 払 い が 生 じ た も の で あ る 。  

令 和 ５ 年 1 0 月 に 被 保 護 者 か ら 年 金 受 給 が 確 認 で き る 書 類 の 提

出 を 受 け て い た に も か か わ ら ず 、保 護 開 始 後 の 年 金 遡 及 受 給 額 分

の 保 護 費 返 還 手 続 き を 適 切 に 行 っ て い な か っ た 。ま た 、そ の 後 の

保 護 廃 止 の 手 続 き な ど を 速 や か に 行 っ て い な か っ た 。  

 本 事 例 以 外 に も 、被 保 護 世 帯 か ら 収 入 の 届 け 出 が あ っ た ケ ー ス

に お い て 、 ケ ー ス ワ ー カ ー に よ る 収 入 認 定 漏 れ 等 を 理 由 と し て 、

支 給 し た 保 護 費 の 返 還 を 命 じ て い る も の が 散 見 さ れ た 。  

 

  こ の よ う な 不 適 切 な 事 務 処 理 を 未 然 に 防 ぐ た め 、職 場 研 修 の 実

施 や 査 察 指 導 員 に よ る 各 地 区 担 当 ケ ー ス ワ ー カ ー 業 務 の 進 捗 管

理 の 徹 底 に 取 り 組 ま れ た い 。  

  

介護 保険 特別 会計 （介 護保 険事 業勘 定）  

（ 保 健 福 祉 部 ）  

１  成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 費               （ 福 祉 課 ） 
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成 年 後 見 制 度 利 用 開 始 審 判 の 市 長 申 立 以 外 の 申 立 分 で 、 市 に

報 酬 を 求 め る 期 間 が ４ 月 ～ ７ 月 の ４ ヶ 月 分 の ケ ー ス に 対 し て 、

大 牟 田 市 成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 実 施 要 綱 （ 以 下 、 「 要 綱 」

と い う 。 ） に 基 づ き 算 定 し た 報 酬 助 成 額 を 支 払 っ て い た 。  

要 綱 第 ９ 条 第 １ 項 （ １ ） に 、 助 成 額 は 「 家 庭 裁 判 所 が 決 定 す

る 後 見 人 等 の 報 酬 額 と 次 項 に 定 め る 上 限 額 の う ち い ず れ か 低

い 方 」 と さ れ 、 要 綱 に 基 づ き 算 定 し た 額 が 支 払 わ れ て い た が 、

裁 判 所 の 決 定 額 （ 1 2 月 分 ） を 対 象 月 数 で 案 分 し た 額 の 方 が 低 く

過 払 い と な っ て い た 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

過 払 い 分 に つ い て 返 還 を 求 め ら れ た い 。  

 

【 措 置 の 状 況 】  

一般 会計  

（ 保 健 福 祉 部 ）  

１  生 活 保 護 費 返 還 金                    （ 保 護 課 ） 

 ケ ー ス ワ ー ク 業 務 に お い て 、 ケ ー ス ワ ー カ ー は 、 被 保 護 世 帯 の

収 入 に 関 す る 状 況 を は じ め 、家 庭 訪 問 時 の 生 活 状 況 等 を ケ ー ス 台

帳 に 記 録 す る こ と に な っ て い ま す 。ま た 、査 察 指 導 員 は ケ ー ス 記

録 の 内 容 を 把 握 し た う え で 、各 ケ ー ス の 課 題 や 問 題 点 を 査 察 指 導

票 に 記 録 し 、ケ ー ス ワ ー カ ー に 課 題 解 決 を 求 め て い ま す 。併 せ て 、

査 察 指 導 票 進 行 管 理 表（ 以 下「 進 行 管 理 表 」と い う 。）を 作 成 し 、

進 捗 管 理 を 行 っ て い ま す 。  

今 回 の 指 摘 事 項 に つ い て は 、ケ ー ス 台 帳 へ の 記 録 が な く 、査 察

指 導 員 が 把 握 で き な か っ た こ と か ら 発 生 し た も の で す 。  

 今 後 、同 様 の 事 案 が 生 じ な い よ う 、ケ ー ス ワ ー カ ー に よ る ケ ー

ス 台 帳 へ の 記 録 の 徹 底 、査 察 指 導 員 に よ る 進 行 管 理 表 に 基 づ く 進

捗 管 理 を 徹 底 す る と と も に 、 管 理 職 に お い て は 、 毎 月 、 進 行 管 理

表 を 点 検 し 、 ケ ー ス ワ ー カ ー ・ 査 察 指 導 員 へ 助 言 ・ 指 導 を 行 う こ

と と し ま す 。  

ま た 、年 金 改 定 や 収 入 認 定 等 に よ る 返 還 金 に 関 す る 職 場 研 修 を

実 施 し ま す 。  

  

介護 保険 特別 会計 （介 護保 険事 業勘 定）  

（ 保 健 福 祉 部 ）  

１  成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 費               （ 福 祉 課 ） 

成 年 後 見 人 等 報 酬 助 成 に つ い て 、 要 綱 を 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 付

で 改 定 し 、 助 成 の 対 象 や 上 限 額 等 を 見 直 し た と こ ろ で す 。  

今 回 の 指 摘 事 項 に つ い て は 、 要 綱 第 ９ 条 第 １ 項 （ １ ） の 「 家

庭 裁 判 所 が 決 定 す る 後 見 人 等 の 報 酬 額 」 を 対 象 月 数 で 案 分 し て

い な か っ た こ と に よ り 算 定 を 誤 り 、 過 大 に 支 払 っ た も の で し た 。 

過 払 い 分 に つ い て は 、 令 和 ８ 年 ３ 月 ９ 日 付 け で 相 手 方 へ 返 還

を 依 頼 し 、 令 和 ８ 年 ３ 月 2 4 日 に 納 付 さ れ ま し た 。  

ま た 、 今 後 の 報 酬 助 成 の 算 定 に 当 た り 、 算 定 の 補 足 資 料 を 改

正 し 、 助 成 金 額 算 定 の 過 程 を よ り 明 確 に し ま し た 。  

今 後 、 同 様 の 誤 り が 無 い よ う 、 成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 の

実 施 に 努 め て ま い り ま す 。  


